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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年６月１４日（火）午後１時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後２時２７分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 南野直司  副委員長 木村勝彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 原田　平 

議　　長 藤浦雅彦  副 議 長 森西　　正

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

なし　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局長　寺本敏彦　　同局局次長　藤井智哉　　同局総括参与　野杁雄三

同局総括主査　湯原正治　　同局書記　田村信也

１．案件

・議案第３３号の取り扱いについて
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（午後１時　開会）

○南野直司委員長　ただいまから、議会

運営委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、山崎委

員を指名します。

　先ほどの本会議の三好議員の質疑に関

連して、議案第３３号の取扱いをご協議

いただくために、本委員会を開会させて

いただきました。

　本件については、先日の本委員会で、

即決と決定されましたが、先ほどの質疑

のなかでは、委員会付託にしてほしいと

の内容でございます。

　各委員からの意見を聞きながら、取り

扱いについて、決定していきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

意見はございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　議案第３３号だけを委

員会付託にするのはおかしいと思ってお

ります。

　また、委員会付託をされたとして、本

会議で質疑されたこと以外に進展がある

のかも疑問です。そういう意味では本会

議で即決を行った方が良いのではないか

と思います。

○南野直司委員長　原田委員。

○原田平委員　私も十分に内容を把握し

ていなかったので、先ほどの本会議の質

疑の中で、意見を聞かせていただいて、

私も意見をもっている訳です。それをこ

れから議論をしていくとなると時間を要

することになると思います。

　また、内容についても、法的な問題等

についてもう少し質疑を行いたいという

意向ですので、委員会付託をしていただ

きたいと考えています。

○南野直司委員長　上村委員。

○上村高義委員　契約の工期が議決日の

翌日からとされているため、即決をせず

に委員会付託するとなれば、工期の問題

が生じてきます。それで間に合うのであ

れば、委員会付託をしても良いと思いま

す。

　ただ、委員会における審議の内容が工

事の中身になってきますと所管が異なっ

てきますのでその点はきちんと決めてお

かなければいけません。

○南野直司委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　最終的な結論として、

仮に否決された場合にどうなるのか、上

村委員もおっしゃっていましたが、工期

の問題であったり、入札をやり直すのか

等、判断材料としてそういったことを教

えていただきたいと思います。

○南野直司委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　山崎委員がおっしゃっ

た意見と同じ意見です。即決案件として

扱うべきだと考えます。

○南野直司委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　本会議の質問で申し上

げたように、今回の問題は二元代表制の

一翼を担う議会が、チェック機能をどう

果たすのかが問われている大きな問題だ

と思います。本会議でも他にまだ挙手し

ている議員がいましたので、意見もまだ

出るでしょうし、そういう意味でも色々

な問題を含んだ議案であると思います。

　ケースは違いますが過去にも、共産党

の山口議員が良く似た問題で本会議で質

疑をされて、その場合は法的な問題があっ

たということで理事者が議案を撤回した

ということもありました。

　そういうことを踏まえて、今日の状況

を考えますと、議会のチェック機能を果

たす為の議論をするということで、委員

会付託をするのも方法の一つだと考えて

います。

○南野直司委員長　各会派からご意見が

出ました。
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　即決するべきだという意見と、委員会

付託するべきだという意見、工期が遅れ

た場合の問題についての説明が聞きたい

という意見もありました。

　説明については所管が異なりますので、

この議会運営委員会では即決するか委員

会付託するかを決めなければいけません。

　木村委員。

○木村勝彦委員　議会運営委員会は多数

決で物事を決定する場ではなく、合議を

して物事を決定していく場です。

　今、意見が分かれていますので正副委

員長が正副議長と調整されて結論を出さ

れるのが至当な判断であると考えます。

○南野直司委員長　暫時休憩します。

（午後１時　８分　休憩）

（午後２時２５分　再開）

○南野直司委員長　再開します。

　議案第３３号の取り扱いをご協議いた

だくために、本委員会を開会させていた

だきまして、各会派からご意見をお聞か

せいただいたところ意見がまとまりませ

んでしたので、先日の議会運営委員会で

決定したとおり、即決とするということ

にさせていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○南野直司委員長　以上で本委員会を閉

会します。

（午後２時２７分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　南　野　直　司

　

　議会運営委員　　山 崎 雅 数
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